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Ⅰ はじめに 

全国的な少子化が進む中，土浦市でも児童生徒数が減少し，教育環境への影響が懸念されたこと

から，望ましい教育環境の維持・向上を図るため，平成２５年２月に「土浦市立小学校適正配置実

施計画」（以下，「実施計画」という。）が策定され，３地区６小学校（宍塚地区：宍塚小学校，新治

地区：藤沢小学校・斗利出小学校・山ノ荘小学校，上大津地区：上大津西小学校・菅谷小学校）の

対応が進められました。 

 

この内，宍塚小学校においては，平成２６年４月に土浦小学校に統合され，新治地区の３小学校

については，平成３０年４月に施設一体型の小中一貫校，新治学園義務教育学校として再編されま

した。 

 

上大津地区につきましては，平成２５年２月の実施計画策定後，同３月に対象校２校（上大津西

小学校及び菅谷小学校）の保護者及び地域住民を対象とした説明会が開催されましたが，住宅地の

造成や病院の開業等などにより，一部で人口の増加が見込まれるなど，地域の変化を予測すること

が難しい状況となったことから，保護者や地域住民等との協議が一旦中断され，当該地区の人口や

児童生徒数の推移などを注視することとなりました。 

 

今般，上大津地区の状況がある程度見通せる状況になり，現在においても，上大津地区の小学校

において，児童数減少を起因とする適正規模に満たない小規模校が複数校あるなどの課題が解決さ

れておらず，この課題に対して，子供たちの教育環境を確保し，上大津地区全体の教育環境をより

よい方向に進めていくため，平成２９年６月より保護者や地域住民等との協議が再開され，小学校

区ごとに説明会（第１回：平成２９年８月，第２回：平成３０年６月）が開催されました。また，

より具体的に協議，検討するために，平成２９年１１月に，学識経験者や上大津地区の地域住民，

保護者，学校の代表者で構成する「土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会（以下，「検討委員

会」という。）」が設置されました。 

 

本検討委員会において，上大津地区小学校の適正配置について慎重な審議を重ねてまいりました

が，喫緊の課題である上大津西小学校の複式学級の解消を至急対応すべきとの判断から，上大津西

小学校の暫定措置を含めた上大津地区小学校適正配置実施計画の中間提言を行うこととなったも

のです。 

 

土浦市教育委員会では，この中間提言を踏まえ，上大津地区小学校の暫定的な適正配置の速やか

な対応を進めるとともに，引き続き上大津地区の子供達にとってよりよい教育環境の整備とより一

層の学校教育の充実を取り組まれるよう希望いたします。 

 

なお，上大津地区全体の小学校の適正配置については，平成３１年夏頃に土浦市教育委員会に提

言を行う予定です。 

 

土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会 
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Ⅱ 住民説明会及び検討委員会について 

（１）住民説明会の開催状況 

 

ア 上大津地区小学校適正配置に関する現状等説明会（平成２９年度実施） 

（小学校区ごとに保護者と地域住民で分けて開催） 

 

＜開催日及び参加者数＞ 

 
上大津西小学校 菅谷小学校 上大津東小学校 神立小学校 計 

開催日 参加者数 開催日 参加者数 開催日 参加者数 開催日 参加者数 参加者数 

保護者 8/9 17 名 8/10 12 名 8/2 17 名 8/3 3 名 49 名 

地域住民 8/18 8 名 8/23 7 名 8/17 4 名 8/24 10 名 29 名 

計 25 名 19 名 21 名 13 名 78 名 

 

＜主な意見＞ 

  

 保護者 地域住民 

上大津西 

小学校 

・早急に小規模校の解消をしてほしい。 

・上大津西小学校を残してほしい。 

・通学区域の見直しや調整区域の見直しを

行った方が良いと思う。 

・早急に小規模校の解消をしてほしい。 

・暫定的な通学区域の見直しをした方が良

いと思う。 

・どこの学校と統合するのか気になる。 

・お金のかかる統合校新設は慎重に考える

べきである。 

・人口（児童）を増やす施策をしてほしい。 

・土地利用の面など，行政内の各担当部署

の横の繋がりがないように思える。 

菅谷 

小学校 

・菅谷小学校を残してほしい。 

・段階的な適正配置を行った方が良いと思

う。 

・最終的にみんなが１００％納得すること

は難しいと思う。 

・菅谷小学校を残してほしい。（学習環境を

考慮して適正配置を検討してほしい） 

・上大津西小学校，菅谷小学校，上大津東

小学校すべてを存続させてほしい。 

上大津東 

小学校 

・上大津東小学校は教室数が将来足りなく

なる問題はあるが，現在でもグラウンド

が手狭であるので対応してほしい。 

・暫定的な通学区域の見直しを行った方が

良いと思う。 

・統合校は土浦第五中学校近くが良い。 

・20年先まで児童数を見通して検討すべき

である。 

・暫定的な通学区域の見直しをした方が良

いと思う。 

神立 

小学校 

・神立小学校の保護者は，特に影響はない

と感じているため，関心が薄い。 

・通学区域の見直しなどで，地域コミュニ

ティを分離しないでほしい。 

・世代間の考えの違いが問題である。 

・子供目線で検討をしてほしい。 

・放課後児童クラブや幼稚園，保育所の充

実により子育て世帯が増えると思う。 

共通の 

意見 

・上大津西小学校の対応は早急にした方が

良い。 

・統合校新設を待っていたのでは遅い。 

・具体的な適正配置の案を示してほしい。 
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イ 上大津地区小学校適正配置に関する説明会（平成３０年度実施） 

（小学校区ごとに保護者と地域住民の合同で開催） 

 

＜開催日及び参加者数＞ 

 
上大津西小学校 菅谷小学校 上大津東小学校 神立小学校 計 

開催日 参加者数 開催日 参加者数 開催日 参加者数 開催日 参加者数 参加者数 

保護者 
6/20 

12 名 
6/21 

8 名 
6/26 

4 名 
6/27 

5 名 29 名 

地域住民 12 名 7 名 2 名 9 名 30 名 

計 24 名 15 名 6 名 14 名 59 名 

 

＜主な意見＞ 

 小学校ＰＴＡ 地域住民 

上大津西 

小学校 

・保護者の間では，統合は仕方がないといった意

見が出ている。 

・暫定的な対応として，菅谷小学校との統合が一

番スムーズであると思う。 

・保護者は，できるだけ早く，遅くても平成３２

年には統合してほしいと思っている。 

・上大津西小学校区内にアンケートのような意

向調査を行ってほしい。 

・子供達は環境の変化が生じるため，

子供達のことを最優先に考えて統合

を実施してほしい。 

・子供達の通学の安全確保を第一に考

え，スクールバスは柔軟に対応して

ほしい。 

・上大津西小学校区の意見を集約する

機会を設けてほしい。 

菅谷 

小学校 

・上大津西小学校の対応は早急にすべきである。 

・菅谷小学校は敷地が広く，学習環境の面も良い

ので，統合先として利用してほしい。 

・土浦第五中学校付近に神立小学校を除く３校

の統合校を作ってほしい。 

・保護者の負担や子供達の経験といった点で，人

数の多い学校の方が教育環境としては望まし

い。 

・子供がいる保護者の意見を優先してほしい。 

・もっと早く新設校を作ってほしい。 

・子供達の交友関係も考慮し，通学区

域は常磐線を跨がない方がいい。 

・学校施設や教育環境の面から，統合

校の場所は菅谷小学校としてほし

い。 

・スクールバス対象者数を考慮し，新

設校の場所は土浦第五中学校付近が

よい。 

・大事なのは今の子供達であり，保護

者のニーズをよく汲み取ってほし

い。 

上大津東 

小学校 

・上大津西小学校の対応は早急にすべきである。 

・上大津東小学校は手狭で施設も古く，子供の学

習環境としてあまりよくないため，改善してほ

しい。 

・今の子供達も利用できるようもっと早く新設

校を作ってほしい。 

・保護者に当事者意識を持ってもらえるような

周知方法を検討すべきである。 

・スクールバスの利用者数を考慮する

と，統合校の場所は土浦第五中学校

付近がよいと思う。 

・統合に当たっては，児童数だけでな

く，運動場や駐車場などの学校利用

面も考慮して検討してほしい。 

神立 

小学校 

・神立小学校を除いた３校で検討してほしい。 

・神立地区の通学時間帯は大変渋滞しているた

め，スクールバス通学は現実的でないと思う。 

・子供達が通学で常磐線を横断することは危険

である。 

・小中一貫教育については，小学校と中学校の場

所が離れていてもいいと思う。 

・もっとみんなが関心を持つような周知の仕方

をすべきである。 

・上大津西小学校の対応は早急にすべ

きである。 

・新治学園のような施設一体型の小中

一貫校にするのが良いと思う。 

・神立小学校と他３小学校で分け，上

大津地区に義務教育学校を２校作っ

てほしい。 

・保護者が統合は必要と感じるように

目的をはっきりさせるべきである。 
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（２）土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会の開催状況 

 

ア 第１回検討委員会 

＜開 催 日＞ 平成２９年１１月１７日 

＜議事内容＞ 

・委員長及び副委員長選出 

・適正配置検討委員会の設置の趣旨について 

・適正配置実施計画策定までの日程等について 

・保護者及び地域住民説明会の実施結果について 

 

イ 第２回検討委員会 

＜開 催 日＞ 平成３０年２月１６日 

＜議事内容＞ 

・適正配置等の基本方針について 

・具体的な適正配置シミュレーションについて 

＜主な意見＞ 

・児童の通学時の安全確保上，通学路が常磐線を横断することは望ましくないと考える。 

・神立小学校を除いた３校での統合がいいのではないかと考える。 

・統合校を新設するのであれば，土浦第五中学校付近がよいと考える。 

・上大津西小学校の複式学級は早期に解消する必要があるため，まず菅谷小学校と統合さ

せるなど，段階的な対応をしてはどうかと考える。 

 

ウ 第３回検討委員会 

＜開 催 日＞ 平成３０年７月３１日 

＜議事内容＞ 

・上大津地区小学校の適正配置について 

＜主な意見＞ 

・今後も適正な教育環境維持が可能な神立小学校を除き，上大津東小学校，上大津西小学

校，菅谷小学校の諸問題を解消するための適正配置を行うこととするのがよいと考える。 

なお，新たな学校の位置や形式については継続して協議を進めることとする。 

・上大津地区全体の適正配置を進めるにあたり，暫定的に上大津西小学校を菅谷小学校に

平成３１年度末までに統合することで，複式学級を解消し，早急に子供達の健やかな教

育環境を整えるべきと考える。なお，上大津西小学校の児童はスクールバス通学とし，

通学時の安全確保及び負担軽減を図る必要がある。 

・上大津西小学校の暫定的な対応を急いで行うのでなく，まずは上大津地区全体の適正配

置の方向性を早期に示した方がよいと考える。 

・通学区域の見直し（おおつ野地区）や学年により学校を変える（分校方式）などの方策

も有効であると考える。 

・再編した場合の学校運営に係るランニングコストなどについても，もっと検討すべきで

ある。 
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Ⅲ 上大津地区全体の適正配置について 

１ 上大津地区小学校の現状と課題 

（１）上大津地区小学校の通常学級の児童数・学級数の推移及び将来の予測 

 

ア 上大津西小学校 

 

上大津西小学校の通常学級は，平成３０年５月１日現在で，児童数４８人，学級数６学級

となっております。過去５年間の児童数の推移は，平成２５年の５４人から約１１％減少し

ており，今後の将来予測については，児童数が３０人を割り込み，現在の約６０％程度とな

るなど，大幅な減少が予想され，市の基本方針で定めた適正規模に満たない小規模校の状態

が続きます。また，平成３０年度に一度解消した複式学級も，平成３１年度には再度設置さ

れ，平成３３年度以降は複式学級が２学級設置されることが予想されます。 

 

■上大津西小学校の通常学級の児童数及び学級数の推移と将来の予測（推計） 
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 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計 

平成 25 年度 
児童数 7 8 8 10 8 13 54 

学級数 (1) (1)複式学級 (1) (1) (1) (5) 

平成 26 年度 
児童数 9 7 8 8 10 8 50 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) (1) (1) (5) 

平成 27 年度 
児童数 8 9 7 8 8 10 50 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) (4) 

平成 28 年度 
児童数 12 8 9 8 8 8 53 

学級数 (1) (1) (1) (1) 複式学級 (1) (5) 

平成 29 年度 
児童数 5 13 9 9 8 8 52 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) 複式学級 (5) 

平成 30 年度 
児童数 4 5 13 9 9 8 48 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 31 年度※１ 
児童数 6 4 5 13 9 9 46 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) (1) (1) (5) 

平成 32 年度※１ 
児童数 3 6 4 5 13 9 40 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) (1) (1) (5) 

平成 33 年度※１ 
児童数 1 3 6 4 5 13 32 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) (1) (4) 

平成 34 年度※１ 
児童数 8 1 3 6 4 5 27 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) (4) 

平成 35 年度※１ 
児童数 4 8 1 3 6 4 26 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) (4) 

平成 36 年度※１ 
児童数 5 4 8 1 3 6 27 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) (4) 

平成 37 年度※２ 
児童数 4 5 4 8 1 3 25 

学級数 (1) (1) 複式学級 (1) (1) 複式学級 (4) 

平成 38 年度※２ 
児童数 4 4 5 4 8 1 26 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 39 年度※２ 
児童数 4 4 4 5 4 8 29 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 40 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 5 4 25 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 41 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 5 25 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 42 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 4 24 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 43 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 4 24 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 44 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 4 24 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 45 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 4 24 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

平成 46 年度※２ 
児童数 4 4 4 4 4 4 24 

学級数 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (1) 複式学級 (3) 

※１：平成３１年度から平成３６年度までの新 1年生は，平成３０年４月１日現在の住民基本台帳

により算出しています。 

※２：平成３７年度以降の新１年生は，平成３０年度から当該年度の前年度までの新１年生の児童

数の平均値により算出しています。  
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イ 菅谷小学校 

 

菅谷小学校の通常学級は，平成３０年５月１日現在で，児童数１４４人，学級数６学級と

なっております。過去５年間の児童数の推移は平成２５年の１６８人から約１４％減少して

いますが，今後の将来予測については，１２０人前後の横ばいの状況で推移することが予想

され，市の基本方針で定めた適正規模に満たない小規模校の状態が続きます。 

 

■菅谷小学校の通常学級の児童数及び学級数の推移と将来の予測（推計） 
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 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計 

平成 25 年度 
児童数 30 25 30 18 28 37 168 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 26 年度 
児童数 33 30 26 30 17 28 164 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 27 年度 
児童数 19 30 31 24 27 19 150 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 28 年度 
児童数 26 19 28 32 22 27 154 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 29 年度 
児童数 22 26 18 25 33 20 144 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 30 年度 
児童数 19 21 27 18 26 33 144 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 31 年度※１ 
児童数 24 19 21 27 18 26 135 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 32 年度※１ 
児童数 19 24 19 21 27 18 128 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 33 年度※１ 
児童数 22 19 24 19 21 27 132 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 34 年度※１ 
児童数 16 22 19 24 19 21 121 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 35 年度※１ 
児童数 22 16 22 19 24 19 122 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 36 年度※１ 
児童数 20 22 16 22 19 24 123 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 37 年度※２ 
児童数 20 20 22 16 22 19 119 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 38 年度※２ 
児童数 20 20 20 22 16 22 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 39 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 22 16 118 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 40 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 22 122 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 41 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 42 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 43 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 44 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 45 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

平成 46 年度※２ 
児童数 20 20 20 20 20 20 120 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

※１：平成３１年度から平成３６年度までの新 1年生は，平成３０年４月１日現在の住民基本台帳

により算出しています。 

※２：平成３７年度以降の新１年生は，平成３０年度から当該年度の前年度までの新１年生の児童

数の平均値により算出しています。  
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ウ 上大津東小学校 

 

上大津東小学校の通常学級は，平成３０年５月１日現在で，児童数２８８人，学級数１０

学級となっております。過去５年間の児童数の推移は，平成２５年の２５６人から約１２％

増加していますが，平成３０年５月１日現在では市の基本方針に定めた適正規模に満たない

小規模校となっています。今後の将来予測については，地域の開発や住宅地造成などにより

児童数の増加傾向と，それに伴う学級数の増加傾向が見込まれており，その状況が続くと平

成３６年度には，学校施設の許容能力が限界になることが予想されます。 

 

■上大津東小学校の通常学級の児童数及び学級数の推移と将来の予測（推計） 
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 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計 

平成 25 年度 
児童数 35 52 45 44 39 41 256 

学級数 (1) (2) (2) (2) (1) (2) (10) 

平成 26 年度 
児童数 43 35 53 47 43 39 260 

学級数 (2) (1) (2) (2) (2) (1) (10) 

平成 27 年度 
児童数 57 43 35 54 48 43 280 

学級数 (2) (2) (1) (2) (2) (2) (11) 

平成 28 年度 
児童数 39 60 42 35 55 48 279 

学級数 (2) (2) (2) (1) (2) (2) (10) 

平成 29 年度 
児童数 51 38 58 42 35 53 277 

学級数 (2) (2) (2) (2) (1) (2) (10) 

平成 30 年度 
児童数 67 50 37 58 41 35 288 

学級数 (2) (2) (1) (2) (2) (1) (10) 

平成 31 年度※１※３ 
児童数 76 70 53 40 61 44 344 

学級数 (3) (2) (2) (1) (2) (2) (12) 

平成 32 年度※１※３ 
児童数 69 79 73 56 43 64 384 

学級数 (2) (3) (2) (2) (2) (2) (13) 

平成 33 年度※１※３ 
児童数 67 70 83 76 59 46 401 

学級数 (2) (2) (3) (2) (2) (2) (13) 

平成 34 年度※１※３ 
児童数 63 69 75 85 79 62 433 

学級数 (2) (2) (2) (3) (2) (2) (13) 

平成 35 年度※１※３ 
児童数 70 66 72 78 90 80 456 

学級数 (2) (2) (2) (2) (3) (2) (13) 

平成 36 年度※１※３ 
児童数 62 73 69 75 81 91 451 

学級数 (2) (3) (2) (2) (3) (3) (15) 

平成 37 年度※２※３ 
児童数 80 65 76 72 78 84 455 

学級数 (3) (2) (2) (2) (2) (3) (14) 

平成 38 年度※２※３ 
児童数 83 83 68 79 75 81 469 

学級数 (3) (3) (2) (2) (2) (3) (15) 

平成 39 年度※２※３ 
児童数 86 86 86 71 82 78 489 

学級数 (3) (3) (3) (2) (3) (2) (16) 

平成 40 年度※２※３ 
児童数 89 89 89 89 74 85 515 

学級数 (3) (3) (3) (3) (2) (3) (17) 

平成 41 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 74 519 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (2) (17) 

平成 42 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 89 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 43 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 89 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 44 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 89 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 45 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 89 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 46 年度※２ 
児童数 89 89 89 89 89 89 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

※１：平成３１年度から平成３６年度までの新 1年生は，平成３０年４月１日現在の住民基本台帳

により算出しています。 

※２：平成３７年度以降の新１年生は，平成３０年度から当該年度の前年度までの新１年生の児童

数の平均値により算出しています。 

※３：平成３１年度から平成４０年度までのおおつ野地区の児童生徒は，平成２６年から平成２９

年までのこの地区の人口推移より，各学年毎年３人ずつ増加すると想定して算出しています。 
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エ 神立小学校 

 

神立小学校の通常学級は，平成３０年５月１日現在で，児童数４３２人，学級数１３学級

となっております。過去５年間の児童数の推移は平成２５年の５０１人から約１４％減少し

ていますが，今後の将来予測では再び５００人程度まで増加することが予想されており，市

の基本方針で定めた適正規模を満たす学校となっております。 

 

■神立小学校の通常学級の児童数及び学級数の推移と将来の予測（推計） 
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 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計 

平成 25 年度 
児童数 73 83 74 88 91 92 501 

学級数 (3) (3) (2) (3) (3) (3) (17) 

平成 26 年度 
児童数 88 69 79 66 84 89 475 

学級数 (3) (2) (2) (2) (3) (3) (15) 

平成 27 年度 
児童数 76 80 69 77 64 83 449 

学級数 (3) (3) (2) (2) (2) (3) (15) 

平成 28 年度 
児童数 78 74 76 68 74 68 438 

学級数 (3) (3) (2) (2) (2) (2) (14) 

平成 29 年度 
児童数 61 73 72 77 67 76 426 

学級数 (2) (3) (2) (2) (2) (2) (13) 

平成 30 年度 
児童数 84 60 74 68 79 67 432 

学級数 (3) (2) (2) (2) (2) (2) (13) 

平成 31 年度※１ 
児童数 86 84 60 74 68 79 451 

学級数 (3) (3) (2) (2) (2) (2) (14) 

平成 32 年度※１ 
児童数 77 86 84 60 74 68 449 

学級数 (3) (3) (3) (2) (2) (2) (15) 

平成 33 年度※１ 
児童数 85 77 86 84 60 74 466 

学級数 (3) (3) (3) (3) (2) (2) (16) 

平成 34 年度※１ 
児童数 83 85 77 86 84 60 475 

学級数 (3) (3) (2) (3) (3) (2) (16) 

平成 35 年度※１ 
児童数 83 83 85 77 86 84 498 

学級数 (3) (3) (3) (2) (3) (3) (17) 

平成 36 年度※１ 
児童数 107 83 83 85 77 86 521 

学級数 (4) (3) (3) (3) (2) (3) (18) 

平成 37 年度※２ 
児童数 86 107 83 83 85 77 521 

学級数 (3) (4) (3) (3) (3) (2) (18) 

平成 38 年度※２ 
児童数 86 86 107 83 83 85 530 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 39 年度※２ 
児童数 86 86 86 107 83 83 531 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 40 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 107 83 534 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 41 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 107 537 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 42 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 86 516 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 43 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 86 516 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 44 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 86 516 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 45 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 86 516 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

平成 46 年度※２ 
児童数 86 86 86 86 86 86 516 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (18) 

※１：平成３１年度から平成３６年度までの新 1年生は，平成３０年４月１日現在の住民基本台帳

により算出しています。 

※２：平成３７年度以降の新１年生は，平成３０年度から当該年度の前年度までの新１年生の児童

数の平均値により算出しています。 
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（２）上大津地区小学校の課題等 

 

上大津地区小学校の現状及び将来の予測を踏まえ，各小学校の課題等を整理すると，以下のとお

りとなります。 

 

ア 上大津西小学校 

・市の基本方針で定めた適正規模に満たない小規模校のままであるため，子供達に必要な教育

環境が整わない状態が続くことになります。 

・さらに，今後の児童数は，３０人を割り込むことが予想され，複式学級が増えることが予想

されます。 

・１学年 1 学級以下でクラス替えが出来ないため，役割や人間関係が固定化することが懸念 

されます。 

・運動会や学習発表会などの学校行事において子供達の幅広い活動が困難であり，また，PTA 活

動においては，円滑な運営が図りづらくなることが懸念されます。 

 

イ 菅谷小学校 

・市の基本方針で定めた適正規模に満たない小規模校のままであるため，子供達に必要な教育

環境が整わない状態が続くことになります。 

・今後の児童数は，１３０人前後の横ばいの状況で推移することが予想されます。 

・１学年 1 学級でクラス替えが出来ないため，役割や人間関係が固定化することが懸念され 

ます。 

 

ウ 上大津東小学校 

・平成３０年度時点では，市の基本方針で定めた適正規模に満たない小規模校となっています

が，今後，地域の開発や住宅地造成などにより，児童数及び学級数の増加傾向が見込まれま

す。 

・その状況が続いた場合，平成３６年度には学校施設の許容能力が限界となることが予想され

ます。 

 

エ 神立小学校 

・市の基本方針で定めた適正規模を満たす学校となっています。 

・今後の児童数は，再び５００人程度まで増加することが予想されますが，適正規模を維持  

できる模様です。 

 

（３）上大津地区全体の適正配置に向けた方策の協議，検討 

 

上記の課題等を踏まえ，本検討委員会では，上大津地区全体の子供達を取り巻く教育環境のより

一層の充実を図るため，平成２３年２月に土浦市で策定した「土浦市立小学校及び中学校適正配置

等基本方針」に基づき，適正配置に向けた方策（隣接する学校との統合，学校の再編成・新設，通

学区域の見直し）による様々な具体的なシミュレーションを行い，協議，検討をいたしました。 
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２ 上大津地区全体の適正配置の方針（中間提言時点） 

  

上大津地区全体の適正配置に向けた方策の協議，検討の結果，４小学校での統合が過大規模であ

ることや，常磐線の横断が子供達の通学の際などの安全確保上望ましくないことなどから，今後も

適正な教育環境維持が可能な神立小学校を除き，上大津東小学校，上大津西小学校，菅谷小学校の

諸問題を解消するための適正配置を行います。 

具体的な方策については，平成３１年夏頃までに決定することを目標に今後引き続き検討を進め

てまいります。 

なお，現時点では，子供達を取り巻く教育環境のより一層の充実や通学にかかる負担，施設整備

にかかる経費などの理由により，以下の３つの案が候補として挙がっております。 

 

 ・ 神立小学校を除く３小学校を統合し，その統合先を上大津東小学校とする。 

   

・ 神立小学校を除く３小学校を統合し，その統合先を土浦第五中学校付近とする。 

   

・ 神立小学校を除く３小学校を統合し，その統合先を土浦第五中学校隣接とする。 

（ただし，土浦第五中学校の施設の一部を共用とする） 

 

 

■神立小学校を除く３小学校統合後の通常学級の児童数及び学級数の状況（平成３６年度推計） 

 

 神立小学校を除く３小学校の統合後の通常学級の児童数及び学級数の予測（平成３６年度）で

は，児童数６０１人，学級数１９学級となり，市の基本方針で定めた適正規模を満たすこととな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 上大津地区全体の適正配置の今後の進め方（案） 

 

平成３１年６月 上大津地区全体の適正配置の方向性決定（最終提言） 

平成３２年２月 上大津地区小学校適正配置実施計画策定 

平成３２年４月 （仮称）新たな上大津地区小学校開校準備協議会の発足 

平成３６年４月 上大津地区小学校適正配置の実施（目標）  

  1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計 

上大津西小学校 
児童数 5 4 8 1 3 6 27 

学級数 (1) (1)複式学級 (1) (1)複式学級 (5) 

菅谷小学校 
児童数 20 22 16 22 19 24 123 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

上大津東小学校 
児童数 62 73 69 75 81 91 451 

学級数 (2) (3) (2) (2) (3) (3) (15) 

統合後 
児童数 87 99 93 98 103 121 601 

学級数 (3) (3) (3) (3) (3) (4) (19) 
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Ⅳ 上大津西小学校の問題解消に向けた暫定的な対応について 

 

 上大津西小学校の保護者や地域住民などから，上大津西小学校の問題を解消する早急な対応が求

められているため，上大津地区全体の適正配置の方針を踏まえ，上大津西小学校の複式学級などの

問題を解消するための方策を暫定的に実施することとします。 

 なお，実施に当たっては，適正配置に向けた方策に基づいて検討いたしました。 

 

１ 上大津西小学校の問題解消に向けた暫定的な方策シミュレーション 

 

上大津西小学校の問題を解消するための暫定的な方策としては，以下の方策が考えられます。 

 

（１）通学区域の見直し 

  案１ 上大津東小学校区の一部（おおつ野７，８丁目）を上大津西学校区とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方策実施前後の通常学級児童数及び学級数の状況（平成３２年度推計） 

＜考察＞ 

・通学区域の見直しを行っても，一部の学年では単学級となり，上大津西小学校及び上大津東

小学校ともに市の基本方針で定めた適正規模を満たしません。 

・現在の上大津西小学校の校舎では，通常学級の教室数を 7 学級までしか確保できないため，

校舎の増築を要します。 

・通学区域が見直しされた児童の上大津西小学校までの通学距離は，直線距離で最長約 2.9km

となるため，スクールバスなどの通学支援が必要となります。 

 

 

方策実施前 

 

⇒ 

方策実施後 

 計  計 

上大津西小学校 
児童数 40 上大津西小学校＋ 

上大津東小学校の一部 

児童数 205 

学級数 (5) 学級数 (8) 

上大津東小学校 
児童数 348 上大津東小学校 

（見直しをしていない地域） 

児童数 183 

学級数 (12) 学級数 (7) 

 

◎上大津西小 

◎上大津東小 
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  案２ 神立小学校区の一部（神立町，神立中央一，二丁目）を上大津西小学校区とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方策実施前後の通常学級児童数及び学級数の状況（平成３２年度推計） 

＜考察＞ 

・通学区域の見直しを行っても，一部の学年では単学級となり，上大津西小学校及び神立小学

校とも市の基本方針で定めた適正規模を満たしません。 

・現在の上大津西小学校の校舎では，通常学級の教室数を 7 学級までしか確保できないため，

校舎の増築を要します。 

・通学区域が見直しされた児童の上大津西小学校までの通学距離は，直線距離で最長約 2.7km

となるため，スクールバスなどの通学支援が必要となります。 

・上大津西小学校の通学区域が常磐線をまたぐため，通学路の安全対策が必要となります。 

  

方策実施前 

 

⇒ 

方策実施後 

 計  計 

上大津西小学校 
児童数 40 上大津西小学校＋ 

神立小学校の一部 

児童数 254 

学級数 (5) 学級数 (10) 

神立小学校 
児童数 449 神立小学校 

（見直しをしていない地域） 

児童数 235 

学級数 (15) 学級数 (9) 

 

◎上大津西小 

神立小◎ 
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（２）隣接する学校との統合 

案１ 菅谷小学校と上大津西小学校を統合する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方策実施前後の通常学級児童数及び学級数の状況（平成３２年度推計） 

＜考察＞ 

・各学年 1学級であり，市の基本方針で定めた適正規模を満たしませんが，上大津西小学校

の複式学級は解消されます。 

・統合先は，上大津西小学校と菅谷小学校のどちらの場合でも増築は要しません。 

・統合先がどちらの場合でも，通学距離が直線距離で 4km 以上となる区域が発生するため，  

スクールバスなどの通学支援が必要となります。 

 

 

案２ 上大津東小学校と上大津西小学校を統合する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方策実施前後の通常学級児童数及び学級数の状況（平成３２年度推計） 

方策実施前 

 

⇒ 

方策実施後 

 計  計 

上大津西小学校 
児童数 40 

統合校 

児童数 168 
学級数 (5) 

菅谷小学校 
児童数 128 

学級数 (6) 
学級数 (6) 

 

 

○神立小 

◎上大津西小 

◎菅谷小 

○上大津東小 

○土浦五中 

○神立小 

◎上大津西小 

○土浦五中 

◎上大津東小 

○菅谷小 
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＜考察＞ 

・市の基本方針で定めた適正規模を満たします。 

・統合先は，上大津西小学校と上大津東小学校のどちらの場合でも増築を要します。 

・統合先の学校が上大津東小学校の場合には，通学距離が直線距離で 3km 以上となる区域が

発生し，上大津西小学校の場合には，直線距離で 4km 以上となる区域が発生するため，統

合先がどちらの場合でもスクールバスなどの通学支援が必要となります。 

 

案３ 神立小学校と上大津西小学校を統合する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方策実施前後の通常学級児童数及び学級数の状況（平成３２年度推計） 

 

＜考察＞ 

・市の基本方針で定めた適正規模を満たします。 

・統合先の学校が上大津西小学校の場合，校舎の増築を要しますが，神立小学校であれば 

増築は要しません。 

・統合校先の学校が上大津西小学校の場合，通学距離が直線距離で 2km 以上となる区域が発

生し，神立小学校の場合には直線距離で 3km 以上となる区域が発生するため，統合先がど

ちらの場合でもスクールバスなどの通学支援が必要となります。 

・通学区域が常磐線をまたぐため，通学路の安全対策が必要となります。  

方策実施前 

 

⇒ 

方策実施後 

 計  計 

上大津西小学校 
児童数 40 

統合校 

児童数 424 
学級数 (5) 

上大津東小学校 
児童数 384 

学級数 (14) 
学級数 (13) 

方策実施前 

 

⇒ 

方策実施後 

 計  計 

上大津西小学校 
児童数 40 

統合校 

児童数 489 
学級数 (5) 

神立小学校 
児童数 449 

学級数 (16) 
学級数 (15) 

 

○菅谷小 

◎上大津西小 

◎神立小 

○上大津東小 

○土浦五中 
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２ アンケートによる意向調査 

 

＜調査の趣旨＞ 

 上大津西小学校の子供達にとってよりよい教育環境の整備と学校教育の充実を早期に図るた

め，上大津西小学校の保護者及び上大津西小学校区の地域住民の意向をアンケート調査により把

握し，土浦市上大津地区小学校適正配置検討委員会において，上大津西小学校の今後の方向性を

検討するための基礎資料とします。 

 

＜調査対象＞ 

・上大津西小学校の保護者   ： ３３世帯 

・上大津西小学校区の地域住民 ：３８３世帯 合計：４１６世帯 

 

＜実施方法＞ 

郵送によりアンケート用紙を配布，回収（記名あり） 

 

＜実施期間＞ 

平成３０年９月２２日から平成３０年１０月５日まで 

 

＜回答数＞ 

１６２世帯／４１６世帯（回収率 ３９％） 

 

＜調査結果（抜粋）＞ 

問３ 上大津西小学校の複式学級などの問題をできるだけ早期に解消するため，菅谷小学

校との暫定的な統合を実施した方が良いですか。最も当てはまるものを１つお選びく

ださい。 

 

ア 実施した方が良い 

イ 他の小学校と暫定的に統合した方が良い 

ウ 実施しない方が良い 

 

全体 
中学生以下の子供と 

同居している方 

中学生以下の子供と 

同居していない方 

 回答数 割合 

 

 回答数 割合 

 

 回答数 割合 

 

ア 107 66% ア 29 67% ア 78 66% 

イ 20 12% イ 5 12% イ 15 13% 

ウ 32 20% ウ 8 19% ウ 24 20% 

無回答等 3 2% 無回答等 1 2% 無回答等 2 2% 

 

  

※その他の調査結果については，巻末に掲載しています。  



 

  20   

 

３ 上大津西小学校の複式学級などの問題解消に向けた暫定的な対応の方針 

 

上大津西小学校の問題を解消するための暫定的な方策シミュレーションの検討結果（上大津東小

学校との暫定統合は校舎や校庭等がさらに手狭となり，神立小学校との暫定統合は通学路が常磐線

を跨ぐこととなり，交通安全対策等が必要となる等の問題が発生します）や上大津西小学校の保護

者及び上大津西小学校区の地域住民の意向などを踏まえ，上大津西小学校の複式学級などの問題解

消に向けた暫定的な対応は以下のとおりとします。 

 

（１）方策 

上大津西小学校は，学区が隣接し，同じ土浦第五中学校の通学区域内にある菅谷小学校に 

暫定的に統合とする。 

 

（２）実施時期 

上大津西小学校の菅谷小学校への暫定的な統合時期は平成３２年４月とする。 

 

 

■上大津西小学校と菅谷小学校の統合後の児童数，学級数の状況（平成３２年度推計） 

 

上大津西小学校と菅谷小学校の統合後の児童数，学級数の予測（平成３２年度）では，児童数 

１６８人，学級数６学級となり，市の基本方針で定めた適正規模を満たす学校とはなりませんが，

上大津西小学校の複式学級は解消されることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 計  

上大津西小学校 
児童数 3 6 4 5 13 9 40 

学級数 (1) (1) (1)複式学級 (1) (1) (5) 

菅谷小学校 
児童数 19 24 19 21 27 18 128 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 

統合後 
児童数 22 30 23 26 40 27 168 

学級数 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) 
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４ 上大津西小学校の問題解消に向けた暫定的な対応の今後の進め方 

（１）暫定的な統合に向けての児童に対するケア 

菅谷小学校への暫定的な統合に伴い，「集団にうまくなじめるか」「新しい友人関係が築ける

か」「学校規模の違いに対応できるか」などの児童が抱く様々な不安を取り除き，新しい学校の

生活を円滑に迎えられるよう，両校の教員が話し合いを行い，必要と考えられる事前交流事業

などを合同で実施することとします。 

 

ア 暫定的な統合前のケア 

・事前交流事業（合同授業，合同行事（給食，運動会，遠足，児童会など）） 

・学校見学会 

・保護者や教職員の事前交流など 

イ 暫定的な統合後のケア 

・不安や悩みを抱える児童との相談などの対応を行う教員や非常勤講師の配置など 

 

（２）通学支援 

暫定的な統合により，新たな通学路の安全確保とともに児童への負担軽減の配慮から，スク

ールバスを運行することとします。 

運行方法や本数，ルート等については，土浦市立小学校通学バス運行指針に基づき，保護者

や地域住民，学校関係者により具体的な協議，検討を行い，決定することとします。 

 

（３）PTA 組織等の取り扱い 

暫定的な統合に伴い必要となる各種の取扱い及び関係事務については，円滑な統合に向けた

準備作業を進めるため，保護者や地域住民，学校関係者による（仮称）統合準備協議会を組織

し，十分に協議を行い，検討を進めていくこととします。 

 

■主な検討・協議事項 

・PTA 組織運営（組織再編，規約，役員選出，運営計画，予算等）等 

・式典行事（閉校式）等 

 

（４）学校跡地利用 

学校跡地利用については，市民全体の貴重な財産であるとの認識のもと，まちづくりの観点

や将来の健全財政などを考慮しつつ，全市的な視点に立ち，利活用方法の検討を進めることを

希望します。 
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（５）スケジュール 

 教育委員会 学校 保護者 地域住民 

H30.11.6 〇上大津地区小学校適正配置実施計画＜中間提言＞ 

H30.12     

H31.1 〇学区審議会の開催 

（通学区域変更） 

   

H31.2 〇保護者及び地域住

民説明会の開催 

   

H31.3 〇議会 

学校の設置及び管

理に関する条例の

一部改正案を上程 

   

H31.4 〇通学路，スクール

バスの運行経路の

検討 

〇学校の事前交流 

〇通学路，スクール

バスの運行経路の

検討 

〇PTA 組織運営の検 

 討 

〇学校備品等の取扱

いの検討 

〇通学路，スクール

バスの運行経路の

検討 

〇PTA 組織運営の検 

 討 

〇学校用品の検討 

〇閉校（休校）に向

けた式典などの検

討 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

H32.4 〇上大津西小学校と菅谷小学校の暫定統合 
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Ⅴ 巻末資料 

上大津西小学校の暫定的な対応に関するアンケート調査結果 

 


